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▽夫婦の双方またはいずれかが、府中市内に１年以上居住している。

※市長が特別に認める場合は、この限りではありません。

▽法律上の婚姻をしている。

▽広島県の不妊治療支援事業において、不妊治療費助成が決定されて

　いる。

※平成27年４月１日以降の決定に限る。

▽市税などを滞納していない世帯

　子ども・若者が夢や希望を豊かに育み、健や
かに成長することは、国民全ての願いです。
　11月は、「子ども・若者育成支援強調月間」
とされ、府中市でも、街頭啓発や関連行事など
の取り組みを進めます。

　強調月間に際し、広島県では次の６点を重点項目に掲げ、県
民運動の推進を図ります。
①子ども・若者の社会的自立支援の促進

②生活習慣の見直しと家庭への支援

③児童虐待の予防と対応

④子どもを犯罪や有害環境などから守るための取り組みの推進

⑤子どもの貧困対策の推進

⑥「あいさつ・声掛け」街頭啓発活動の実施

　まずは大人から、子どもたちに「あいさつ・声掛け」を始め
ましょう。初めのうちは、返事が返ってこないかもしれません
が、いつか、素敵な笑顔とともに、元気な「あいさつ」が返っ
てくることでしょう。

◎重点項目を中心に推進

◎人と人の心をつなぐ「あいさつ・声掛け」

とき　11月28日（土）13時30分～
　16時
ところ  上下公民館
対象　小学１・２年生とその家族
講師　元小学校教諭　歌玲子さん
持参するもの　筆記用具、タオル
申し込み方法　電話またはファ
　クスで申し込んでください。
申し込み期限　11月13日（金）
申し込み・問い合わせ先

　青少年育成府中市民会議（府
　中市生涯学習センター内・☎
　・ ４１-８９７７）

親子ふれあい
年賀状づくり
教室

参加無料

伸びよう　伸ばそう　青少年

問い合わせ先　青少年育成府中市民会議（府中市生涯学習センター内・☎４１-８９７７）

11月は「子ども・若者育成支援強調月間」
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